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No 該当文書及び項目番号 質問 回答

1
仕様書

４機器仕様 ①一般仕様

提案予定のIP 無線の外径寸法が一部仕様より若干オーバーしますが同等品として提案することが

出来ますでしょうか。

仕様の外形寸法について内部協議させていただいた結果、一部を修正させてい

ただきました。

変更後の外形寸法については、別添の「【変更】猪名川町IP無線機導入事業業

務仕様書」をご確認ください。

2
仕様書

８機器構成

表内のAC アダプター（連結用）というのはどのようなものを指していますでしょうか。弊社が

提案予定の充電器では1 台で端末と予備バッテリーを同時に充電出来るのですが、同じように端

末とバッテリーを同時充電する運用のために連結するものでしょうか。

当方が想定している連結とは、現在使用している充電器（icom製　BC-161）

と同様の運用が可能なものとなります。

3

実施要領

２提案にかかる資格要件

（1）参加資格

本町から直線で５０㎞以内に本店又は支店があることと記載がありますが、営業所、出張所のよ

うな営業拠点でも要件を満たしていますでしょうか。
お見込みのとおりです。

4
様式５

類似業務実績調書

書面への自治体名記載についてご確認をお願いいたします。

弊社では、個人情報保護および守秘義務（相対契約）の観点から、契約顧客名を第三者に書面で

開示することはできません。

ただし、契約顧客のご了解を得られた場合に限り、プロポーザル実施時（プレゼンテーション

時）に口頭で説明することは可能です。

つきましては、この対応で差し支えないか、ご回答いただけますようお願いいたします。

質問のとおり、契約顧客名を伏せた類似業務実績調書を提出いただき、プロ

ポーザル実施時に説明いただく方法も可とします。

なお、提出書類の内容で疑義がある場合は、プロポーザル当日に審査員より質

問をさせて頂く場合があります。

5
様式５

類似業務実績調書

記載内容を証明する書類についてご確認お願いします。

契約書等につきましても、守秘義務の観点から第三者への開示はできません。

つきましては、この点をご理解いただき、この対応で差し支えないか、ご回答いただけますよう

お願い申し上げます。

契約書等の提出が難しい場合、可能な限り記載内容が確認できる書類を提出く

ださい。（プレスリリースや独自作成の書類などでも可）

なお、提出書類の内容で疑義がある場合は、プロポーザル当日に審査員より質

問をさせて頂く場合があります。

質問及び回答


